
　
国
内
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
全

て
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

20
歳
の
誕
生
月
の
前
月
末
に
日
本
年
金
機

構
よ
り
年
金
制
度
に
関
す
る
案
内
を
送
っ

て
い
ま
す
。

※
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
納
付
書
な
ど

の
送
付
は
誕
生
日
後
と
な
り
ま
す
。
前

納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年
金
事
務

所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
納
付
猶
予
・
免
除

　
所
得
が
少
な
く
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
、
保
険
料
納
付
を
猶
予
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
付
猶
予
・
免
除
の

手
続
き
は
誕
生
日
の
前
日
か
ら
可
能
で
す
。

急
ぎ
の
場
合
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
市

国
保
年
金
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
で
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

●
対
象
者
　
◇
学
校
教
育
法
に
規
定
さ
れ

る
大
学
（
大
学
院
）◇
短
期
大
学
◇
高

等
学
校
◇
高
等
専
門
学
校
◇
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１

年
以
上
で
あ
る
課
程
）◇
一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人

保
険
料
納
付
猶
予
制
度

　
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人

や
配
偶
者
の
所
得
（
６
月
ま
で
に
申
請

す
る
場
合
は
前
々
年
所
得
、
７
月
以
降

の
申
請
は
前
年
所
得
）
が
一
定
額
以
下

の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
ど
ち
ら
の
制
度
も
、
承
認
さ
れ
た
期
間

は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必

要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。「
追
納
制
度
」
を
利
用
し
保

険
料
を
納
め
れ
ば
、
将
来
受
け
取
る
年

金
を
増
額
で
き
ま
す
。

出
産
前
後
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
に

な
り
ま
す

●
対
象
者
　
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
に

出
産
し
た
人

●
免
除
期
間
　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産

月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
多
胎

の
場
合
は
、
３
カ
月
前
か
ら
６
カ

月
間
）

※
届
け
出
は
、
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前

か
ら
で
き
ま
す
。

※
対
象
者
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
届
出
用
紙
は
、
日
本
年

金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
市

国
保
年
金
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。
年
末
調
整

や
確
定
申
告
で
、
国
民
年
金
保
険
料
を

申
告
す
る
た
め
に
使
用
で
き
ま
す
。

●
控
除
証
明
書
の
送
付
日

①
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
に
納

付
し
た
人
は
11
月
上
旬

②
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
初
め

て
納
付
し
た
人
は
令
和
７
年
２
月
上
旬

※
国
民
年
金
加
入
者
の
人
で
、①
の
時
期

に
送
付
が
あ
っ
た
人
は
②
の
時
期
に

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
き
損
や
紛
失
に
よ
り
再
発
行
を
希
望

す
る
人
は
、
南
福
岡
年
金
事
務
所
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先
　

◇
国
保
年
金
課

☎（
５
８
０
）１
８
4
8

◇
南
福
岡
年
金
事
務
所

☎（
5
5
2
）6
1
1
2

◇
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
年
金
加
入
の
案
内
　

制度

学生納付特例

納付猶予

産前産後免除

対象者 免除期間
学校教育法に規定される大学、短期大学、
高等学校などに在学している、所得が一定
額以下の人

20歳以上50歳未満で、本人や配偶者の所得
が一定額以下の人

平成31年２月１日以降に出産した人（妊娠
４カ月以上、死産などを含む）

４月～翌年３月
※２年１カ月前まで遡及可能

７月～翌年６月
※２年１カ月前まで遡及可能

出産予定日または出産月の前月から４カ月
間（多胎の場合は、出産月の３カ月前から
６カ月間）

日
本
年
金
機
構
か
ら

国
民
年
金
保
険
料

控
除
証
明
書
が
送
付

さ
れ
ま
す

※
令
和
7
年
の
割
合
で
す
。

※
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
割
合
は
年
２・4
％
で
す
。

L
I
N
E
で
納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
発
信
中

　
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
友
だ
ち
追

加
後
に
「
受
信
設
定
」
で
通
知
を
希
望
す

る
税
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が
便
利

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
め
ま
す
。

※
一
部
対
応
し
て
い
な
い
金
融
機
関
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
納
付
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
相
談
担
当

☎（
5
8
0
）1
9
7
5

◇
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
3
2

　
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
納
付
金
額

を
記
載
し
た
通
知
書
を
納
付
義
務
者
に

送
付
し
ま
す
。
確
定
申
告
の
際
の
社
会

保
険
料
控
除
参
考
資
料
と
し
て
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

●
発
送
日
　
１
月
20
日
㈪

●
納
付
期
間
　
令
和
６
年
１
月
１
日
〜
12

月
31
日

●
対
象
科
目
　

◇
国
民
健
康
保
険
税

◇
介
護
保
険
料

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
問
い
合
わ
せ
先

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
３
２

令
和
６
年
分
納
付
額

通
知
書
発
送

１
月
31
日
㈮
が

納
期
限
で
す

◇
市
県
民
税
（
第
４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
８
期
）

◇
介
護
保
険
料
（
第
８
期
）

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
７
期
）

年
 ８．７％

延
滞
金
は 

　
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
と
国
税
庁

主
催
の
中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
市
内
の
中
学
生
９

人
が
入
選
し
ま
し
た
。
各
賞
の
作
文
を
展

示
し
ま
す
。

●
入
賞
作
品
〈
敬
称
略
〉

◇
市
長
賞

「
日
本
を
支
え
る
税
金
」

島
田
結
衣
（
大
野
中
学
校
）

◇
教
育
長
賞

「
食
料
自
給
率up
を
実
現
す
る
た
め
に
」

渡
辺
あ
か
り
（
平
野
中
学
校
）

◇
福
岡
国
税
局
長
賞

「
税
で
導
く
共
存
共
影
」

亀
井
美
月
（
大
野
東
中
学
校
）

◇
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
優
秀
賞

「
日
本
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
！
」

土
本
歩
奈
（
御
陵
中
学
校
）

◇
筑
紫
税
務
署
長
賞

「
い
の
ち
を
守
れ
る
人
と
街
」

渡
邉
瑛
太
（
平
野
中
学
校
）

◇
九
州
北
部
税
理
士
会
筑
紫
支
部
長
賞

　「
税
金
の
お
か
げ
で
家
族
全
員
が
元
気
に
」

　
白
濱
直
人
（
平
野
中
学
校
）

◇
筑
紫
税
務
署
管
内
納
税
貯
蓄
組
合
連
合

会
会
長
賞

　「
税
の
あ
り
が
た
さ
」

　
竹
田
舞
子
（
大
野
中
学
校
）

◇
公
益
社
団
法
人
筑
紫
法
人
会
会
長
賞

　「
税
は
社
会
を
巡
る
」

　
神
矢
稟
乃
（
平
野
中
学
校
）

◇
大
野
城
市
商
工
会
税
務
相
談
所
所
長
賞

　「
支
え
合
う
社
会
の
会
費
」

　
宮
田
悠
花
（
平
野
中
学
校
）

●
展
示
期
間
　
１
月
６
日
㈪
〜
14
日
㈫

（
日
・
祝
日
は
除
く
）　
午
前
８
時

半
〜
午
後
５
時

※
１
月
11
日
㈯
は
午
前
９
時
半
〜
午
後
０

時
半
ま
で

●
展
示
場
所
　
市
役
所
本
館
１
階
　
市
税

課
前

●
問
い
合
わ
せ
先

市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
７

令
和
６
年
度 

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

入
選
作
品
展
示
会
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